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近
年
、
認
知
症
高
齢
者
が
徘
徊
に
よ
っ
て
行
方
不
明
に
な
る
事
件

が
全
国
的
に
頻
発
し
て
い
ま
す
。

湯
浅
町
に
お
い
て
も
、
警
察
署
か
ら
の
依
頼
で
、
行
方
不
明
者
の

捜
索
を
行
う
こ
と
が
年
間
１
〜
２
件
あ
り
ま
す
。

４
月
１
日
か
ら
、
三
町
（
湯
浅
町
・
広
川
町
・
有
田
川
町
）
と
湯

浅
警
察
署
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
結
び
、
行
方
不
明
に
な
る
お
そ
れ
の

あ
る
認
知
症
高
齢
者
な
ど
の
要
援
護
者
を
あ
ら
か
じ
め
登
録
し
て
も

ら
い
、
情
報
を
共
有
す
る
事
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
事
業
に
事

前
登
録
す
る
こ
と
で
、
登
録
者
や
そ
の
家
族
に
必
要
な
支
援
を
行
う

と
と
も
に
、
登
録
者
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
場
合
、
関
係
機
関
及
び

近
隣
市
町
村
と
速
や
か
に
情
報
を
共
有
し
、
捜
索
活
動
を
開
始
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

も
し
も
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
た
ら
…

　

要
援
護
者
Ｓ
Ｏ
Ｓ

　
　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
に
つ
い
て

お
問
い
合
わ
せ

湯
浅
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
役
場
健
康
福
祉
課
内
）

☎
６
４
・
１
１
２
０
（
直
通
）

この事業の実施の徹底を図るため、３月３１日（火）
１４時、湯浅警察署において、同意書の調印式が執り行
われました。湯浅警察署長と三町（湯浅町・広川町・有
田川町）の町長が同意書に署名しました。要援護者ＳＯＳネットワーク

事前登録届

対象者
行方知れずになるおそれのある要援護者
登録方法

届出者が、要援護者ＳＯＳネットワーク事
前登録書と登録者の写真（顔・全身）を役
場健康福祉課に提出する。
情報保管場所

・湯浅町健康福祉課
・湯浅警察署
登録者が行方不明になった場合

家族が湯浅警察署に捜索願を出す。警察署
からの情報により町がＳＯＳ届を作成、関
係機関及び近隣市町村へ情報提供、支援を
要請する。

「ぴあサロン」～家族のつどい～
6月17日（水）１３：３０～１５：３０　ふれあいプラザ

認知症の方を介護している家族のつどいです。「認知症の方の介護」という共通の内容で、心に溜め
込んだ想いを話してみませんか。介護の工夫や情報も集まります。
会場内の話は外にもらさない事を条件に、色々な事を語り合いましょう。

詳しくは
湯浅町地域包括支援センター（健康福祉課内）　☎６４－１１２０

要援護者ＳＯＳネットワーク事業

援護者 ネ
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